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当センターでは、広島県内在住の方で、聴覚に障害があり、電話をかけることが困難な方を対象に代理電話 

および電話リレーサービスを行っております。手話や文字によるコミュニケーションを介して、担当職員が聞こえ 

る人に電話をかけるサービスです。ご利用は無料です。 

〇利用日時     火曜日～日曜日 ９：００～１７：００   

休館で利用できない日 （月曜日・祝祭日・祝祭日が月曜日の場合の翌火曜日・12月 28日～1月 4日） 

〇利用内容の例 

病院や美容院などへの予約，学校などへの連絡，役所や事業所などへの問い合わせ  など       

 ※「110（警察への通報）」、「119（消防・救急への緊急通報）」、「118（海上での緊急通報）」へ発信はできません。 

 

１．代理電話について 

直接，当センターへお越しください。来所の際には、相手先の   

名称・電話番号、および用件をご準備ください。 

 

２．電話リレーサービスについて 

  来所しなくても Skype（スカイプ）などを使って、どこからでも電  

話を依頼することができます。利用するには登録が必要です。 

また、利用者と当センター間の通信料及びスマホなどの機器は 

利用者負担となります。ご利用の際には、ご利用者の名前・登録  

番号、相手先の名称・電話番号、および用件をご準備ください。 

利用できる方法は次の３つです。 

・Skype (登録後 専用スカイプ名をお知らせします） 

・メール （専用アドレス） tel-relay@hiro-chokaku.jp 

・fax   082-254-0087          

 

とても便利なサービスです。登録前に まず，メールで試してみてください。（鈴木） 

広島県聴覚障害者センター 

〒734-0007 広島市南区皆実町１丁目 6－29 

電話：０８２－２５４－００８５ 

FAX：０８２－２５４－００８７ 

メール：minami@hiro-chokaku.jp 

ホームページ：   hiro-chokaku.jp 
Hiroshima  Chokaku  Center 

 

 

  

  

 

広島県聴覚障害者センターだより 

 

  

  

 

 

センター事業の紹介①  代理電話・電話リレーサービス 

２月 17 日には第２回 広島県聴覚障害者災

害対策本部会が開かれました。これは，広島

県聴覚障害者センターが中心となって当事者

団体と支援者団体によびかけたものです。９

団体の出席があり，広島県障害者支援課の

出席もありました。 

 

広島県聴覚障害者情報センターの予算枠に

防災関連の枠はありません。しかし，他のセン

ターに災害対策を聞いてみますと， 

〇帰宅困難者キットを買っておく。 

〇当事者団体や支援者団体から備蓄品の寄

付がある。 

〇防災学習会を開催し，参加費を全額非常

食の更新にあてる。防災学習会では期限切れ

間近の非常食を参加費者に配付している。 


